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関
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）
参
照
条
文

◎

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
（
抄
）

（
交
付
前
郵
便
物
に
係
る
関
税
の
納
付
義
務
の
免
除
の
手
続
等
）

第
六
十
六
条
の
四

第
三
十
八
条
の
規
定
は
法
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
（
交
付
前
郵
便
物
に
係
る
関
税
の
徴
収
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
、
第
三

十
八
条
の
二
の
規
定
は
法
第
七
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
八
条
中
「
貨
物
」
と

あ
る
の
は
「
郵
便
物
」
と
、
「
そ
の
置
か
れ
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
七
条
第
一
項
（
郵
便
物
の
関
税
の
納
付
等
）
の
書
面
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
同
項
の
書
面
が
郵
便
事
業
株
式
会
社
に
交
付
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）
、
滅
却
を
し
よ
う
と
す
る
」
と
、
第
三
十
八
条
の

二
第
一
号
中
「
亡
失
し
た
外
国
貨
物
が
置
か
れ
て
い
た
保
税
蔵
置
場
の
名
称
及
び
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
七
条
第
一
項
（
郵
便
物
の
関
税
の
納
付
等
）

の
書
面
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
同
項
の
書
面
が
郵
便
事
業
株
式
会
社
に
交
付
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）
」
と
、
同
条

第
二
号
中
「
外
国
貨
物
」
と
あ
る
の
は
「
郵
便
物
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
亡
失
し
た
外
国
貨
物
が
置
か
れ
て
い
た
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
亡
失
の
場
所
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
財
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
九
十
三
条

法
第
九
条
の
三
第
二
項
（
納
税
の
告
知
）
の
納
税
告
知
書
及
び
法
第
九
条
の
四
（
納
付
の
手
続
）
の
納
付
書
の
様
式
そ
の
他
法
及
び
こ
の
政
令
の
実
施

に
関
し
必
要
な
細
則
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。

◎

消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
（
抄
）

（
輸
出
免
税
等
）

第
七
条

事
業
者
（
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
義
務
が
免
除
さ
れ
る
事
業
者
を
除
く
。
）
が
国
内
に
お
い
て
行
う
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
を
免
除
す
る
。

一

本
邦
か
ら
の
輸
出
と
し
て
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
又
は
貸
付
け

二
〜
五

（
省

略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
そ
の
課
税
資
産
の
譲
渡
等
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
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（
非
課
税
資
産
の
輸
出
等
を
行
つ
た
場
合
の
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
の
控
除
の
特
例
）

第
三
十
一
条

事
業
者
が
国
内
に
お
い
て
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
資
産
の
譲
渡
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
非
課
税
資

産
の
譲
渡
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
譲
渡
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
輸
出
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す

る
も
の
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
非
課
税
資
産
の
譲
渡
等
が
輸
出
取
引
等
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証

明
が
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
非
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
う
ち
当
該
証
明
が
さ
れ
た
も
の
は
、
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
輸
出
取
引
等
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
し

て
、
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

事
業
者
が
、
国
内
以
外
の
地
域
に
お
け
る
資
産
の
譲
渡
等
又
は
自
己
の
使
用
の
た
め
、
資
産
を
輸
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
産
が
輸
出
さ
れ
た
こ
と
に
つ

き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
資
産
の
輸
出
の
う
ち
当
該
証
明
が
さ
れ
た
も
の
は
、
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
輸
出
取
引

等
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

（
省

略
）


